
檜原村技能労務職員等の給与等の見直しに向けた取組方針
平成２０年３月

 
 
１　現　状
 
（１）技能労務職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況

（平成１９年４月１日）

区分 職員数 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額
檜原村 ５人 ４８.２歳 302,440円 375,298円
東京都 2,167人 ４７.０歳 330,732円 429,065円

 
（２）技能労務職員の経験年数別職員数
 

経験年数別職員数
１〜１０年 １１年〜２０年 ２１年〜３０年 ３０年以上 計

０人 ５人 ０人 ０人 ５人
 
（３）技能労務職員の年齢別職員数
 

年齢別職員数
〜２９歳 〜３９歳 〜４９歳 〜５９歳 計

０人 １人 ３人 １人 ５人
 
 
２　基本的な考え方
 
　技能労務職員の給与が、民間事業者と比較し高い水準となっている現状を踏まえ、給与面においては給与水準の
適正化に向けた取組を行う。職員数については、檜原村定員管理計画に基づき退職職員の補充を抑制するなど、現
行職員の職務内容等を勘案しながら職員数の定員管理を図る。
 
 
 
 
 
３　具体的な取組内容
 

給料表については、給与水準の適正化に向け東京都、近隣市町の動向を注視しながら関係機関と協議していく。
今後は、全職種を対象とした人事考課制度を活用し、本格運用することで勤務評定結果に応じた評価を反映してい
く。
 
 
４　その他
 
　技能労務職の職種は、給食調理員、歯科助手、都民の森指導員が対象であり、今後も行政改革をさらに推進す
るため、事務事業の見直しや効率化を図っていく。


